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藤沢市市民活動推進計画の改定状況について 

 

１ 計画の改定について 

 本計画は，藤沢市市民活動推進条例第７条に基づいて，市民活動の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための計画で，平成１７年９月に，平成１８年

度から平成２２年度までの５ヵ年の計画として策定いたしました。 

 その後，平成２３年度から平成２５年度までの３ヵ年の計画として改定し，さら

に，藤沢市市政運営の総合指針の策定を踏まえ，平成２６年度から平成３０年度ま

での５ヵ年の計画として改定をしてまいりました。 

 現計画が平成３０年度で終了するため，平成３１年度からの新しい市民活動推進

計画に改定するものです。 

 

２ 本計画の改定経過 

 本計画の改定にあたっては，平成３０年４月に，本市から藤沢市市民活動推進委

員会に諮問し，４回の委員会と２回の分科会にて，市民活動団体，特定非営利活動

法人及び市民に対するアンケート調査に基づく市民活動の実態等の調査結果等を

踏まえながら検討いただき，委員会において市民活動推進計画（素案）が策定され

ましたので報告するものです。 

 

３ 計画の概要 

 本計画は，市民活動推進条例第７条及び第８条に基づき，他の計画等との調和を

図り，少子超高齢化の進展や人口減少社会の到来などをしっかりと踏まえながら，

市民活動の推進に係るビジョン（将来像），基本的な指針，基本的な施策について

定めるものです。 

市民活動の推進を図るための具体的な事務事業については，基本的な指針及び基

本的な施策に基づいて，市民活動を取り巻く状況の変化などに柔軟に対応しながら，

重点的かつ効果的に実施していきます。 

 

４ 今後の予定 

 平成３０年 

１２月２５日  パブリックコメント開始 

 平成３１年 

１月２８日   第７回市民活動推進委員会 

１月３１日  パブリックコメント終了 

     ２月中旬    パブリックコメント結果の公表 

     ２月下旬    市長に対する答申 

     ３月上旬    市議会に対し改訂版を情報提供 

     ４月 １日   第４期藤沢市市民活動推進計画 施行 
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